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安全衛生部計画課長 

労災補償部補償課長 

いわゆる労災かくし 事案に対する 対処状況の把握等について 

いわゆる労災かくし 事案への対応については、 平成 3 年 1 2 月 5 日付け 基 登第 6 8 7 号 

「いわゆる労災かくしの 排除について」 ( 以下「 6 8 7 号通達」という。 ) により指示され 

ているところであ るが、 近年労災かくし 事案が増加してきていること 等から、 現在、 本省に 

おいて今後における 労災かくし排除に 係る対策をより 実効あ るものとするため 検討を行って 

いるところであ り、 この検討の参考とするため、 都道府県労働局 ( 以下「 局 」という。 ) 及 

び労働基準監督署 ( 以下「 署 」という。 ) におけるこれまでの 対処の状況等を 把握する必要 

があ る。 

ついてほ、 平成 1 1 年 1 月から平成 1 2 年 1 2 月までの 2 年間において 局及び署において 

対処した労災かくし 事案について、 別紙の調査 票 により、 労働基準部監督 課 でとりまとめの 

上、 平成Ⅰ 3 年 2 月 2 日 ( 金 ) までに本省労働基準局監督 課 監督 係 まで送付 (FAX 可 ) 願 

いたい。 



月 lj 条 氏 l 
労災 か く し事案に係る 調査 票 

Ⅰ 局コ 

@  事業場に関すること 

Ⅲ 事 業 場 名 

(2@  業 種 (3) 建設業の場合請負関係 ① 元請 ② 下請 ( 差 次 ) 

建設菓の場合、 その発注機関 ①② 公共工事 民間工事 (a 国による孝法 

b 県による発注 c 市町村による 発注 ) 

(5@  事業場の労働者数 ① l0 人未満 ② 人 ③ 人 ④ 50 ～ 99 人以上 ⑤ l0D  人 以上 

(6@  企業全体の労働者数 ① l -49 人 ② 50 ～ 99 人 ③ loD  人 ④ 300  -999  人 ⑤ l.000 人 以上 

2  労災かくし事案等に 関すること 

をとらなかった 場合 : その理由 [ 

㈹ 元請に対する 措置 

回収措置をとらながった 場合 : その理由 [ 
⑥ 保留・措置せず ( その理由   

  

( 注 ) @                        は、 6 8 7 ロ・達により     したいわゆる     災がくし         あ ること   

2  調査項目において、 当事者から改めて 事情聴取等の 調査を行って 記入する必要はないこと。 不明な項目は 余白等に不 
明 と記入すれは 足りること。 

3  該当あ るものを 0 印を付すこと。 その他等の ( ) 描は、 その理由等を 簡潔に記入すること。 

問合せ先 : 労働基準局監督 課 監督 係 ( 芳賀 )  ℡ 03-3595-3203  「 ax03-3502-6485 



別紙 Z 

労災かく し対策について 効果的と考えられる 手法 - 措置等 

て 局コ           
              
( 注 )  局及び署において、 労災がくし事案の 把握、 措置等労災がくし 対策に関して 効果的であ ると考えられるものがあ 

る場合は、 その内容について 記載して下さい。 



  l P ： 

  

  

  
  

  
  

いわぬる労災かくし 事案の把握結果 ( 平成Ⅱ 年 Ⅰ 月 - 平成 12 年 12 月 ) 
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別紙 2   

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法，措置等 

こ ．   J ヒ海硝 局コ 

      ズ ．… 揺又 なく．山頂． 掘 ， 億 協合Ⅰ ， ．Ⅱ ぷ、 ‥ ぷ R. 頴ぷ ぬ紅．Ⅲ ， ． 烈 Ⅸ 運菟           

  主 ・… 滋 ・概な 佑照 ‥ ホ ‥の 風 Ⅸ㎡ 頽広ふ回 ・… ゑ ・ "                                                                                                                                                 

  ボ   :.........     チゑ ． 力ゑ ．．． ね ． り ．．   !.. ミ ．．   司 ．． ミゑ ． 穏な ． 話ゑ ．． 也 ．． 4%.. う ． "                                                                                                                                                                       

  ぶ ・…・…労災 丑技 Ⅱ ;   歴 : 田 識別Ⅱ・     鰍 MK す ・ ゑ 、 堵瘤 Ⅱ ，ぶ ・ " 了 ・ 、 じ手脚   

                    (, ‥ ゑ回 " 瀞 火力 A< ‥ し磁 ㍉ 惹 ・‥ t: ‥ 血れ牡送 左史   始が， ・ 比ぬ鵠松       
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                    だ ・‥華乃刻     は ・ ぁ E 丘 、                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                          こ上 ・億点Ⅲ 拷又 ‥ か鍍 % 減ば臣・‥ 宙 ‥悪ょムほ コ ・   能 ・ ヱ滋 俺ね ・     捉招         轄 。 よぺ ・     7% ぅ 五 %%W      磁 ・     ば紺 ・して     07       隠   火メ ぷ丈 ・ 我た商迅 ・   ミィゑ     

ユ Ⅱ 勅 さか @ ダ t," 、 ことと 二 し よど うア サ h 。 

( 注 @  局及び署において、 労災かくし 車 案の把握、 措は 苦労災かくし 対策に関して 効果的であ ると考えられるものがあ 

6 場合は、 その内容について 配位して下さい。 



月り キ任 2 

労災かく し対策 は ついて効果的と 考えられる手法 - 措置 寺       
                                      毛ニ．， 県七 ． 簗ゑ ． ". 五 ．感恩金 ゑ ‥ 落億蛙 ，‥ 圃 ‥ 失 9. 姦ヰ 更ニ． ヱ ． 、 ヱ       

                              な ‥ 鍾 治下‥ k ‥ 憶 ． 槻棲 ．Ⅰ 為磁 五寸 レヱ   Ⅰ 憶 "                                                                                                                                               
      
        

   
 

が
 

の
 

に
て
 

れ
る
 

-
 
つ
 

え
 

考
 

 
 

 
 

 
 

て
 

的
 

果
 

カ
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-
 
束
 

対
 

 
 

 
 

 
 

災
 

メ
刀
 

一
 
百
 

黄
 

措
 

担
 
い
 

把
さ
 

0
 
丁
 

婁
て
 

事
し
 

く
記
し
 

・
 載
 

が
て
 

災
い
 

労
 
っ
 

 
 て

容
 

に
お
い
 

そ
の
内
 

著
 

ひ
ほ
 

度
 
合
 

周
揚
 

 
 

'
+
)
 

エ
 
J
 

 
 

  



月 @ 下 Ⅰ 

Ⅰ 圧 

  

服巨 

努穏 かくし対策についても 卑 的と考えられる 手法‥接辞 憶 

  キ 。 

    
    """"""l 

  

    

    
  ユ --- ゑ，姦 % ゑ ， Ⅰ． ふゑ   " ヱ ． -,     発生場屋 ---%.-                               
                            ;;" 臨       ゑ烏 " 紀 ，ヒニ よ ，…．． -..,.,,- 。 …，。                                                                                                                                             

    

( 軍 局及び キ において、 労災 か くしや案の把捉、 挿 毒舌労災かくし 対棄に 卑して 埼妓 的であ ると 古ゑ られあ ちのがあ 

る % 台は．その内割こついて 妃珪 して下さい． 
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  労災かくし対策について 効鼻 的と考えられる 手法・ 接苦時 

。 考ヰ   

  ，．… J 授 :., ぐ 自主 -T, 公心   笘ぶ丘セ ，       三 ． - 誌 牡メ : 互 Ⅱら生， ぷ -- 宣恩 ． 4% 収 空想   傲二リ ・ き ・…・ ---,-     

  ， -"- ぬ臼 ． 輯仮 ， - 回 ; 姻 ニク．，． 圭互 ，． 鮭イ ， : ‥ " 短長，，．を． 磁田 。 発も角，，Ⅱ ... ◆ .@  -.@."@  崇 ,,. こめ ◆ Ⅰ .l..,-.-.. 730 ● .-. ◆ @..                     
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( 珪 )  持 及 び 去において、 労災がくし事案の 把 蓬 、   拮 黄舌 力曳 がくし対策 に 面して 妨集 的であ ると考えられるものな 礒 

る 時合 は ，その内毎について 詫蛙 して下さい。 
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お災かくし対策について 効果的と考えられる 手法，接辞 彊   

。 ヰ笘 庵コ   
        - 一彦 薫ヱ ・ 蛙 よ魚ム %. 鴉姦 臨ゑ． お 。 鯨乙旛 ゑぬ 埼， 。 乙 乙ラ ん俺褒広ボ -             

  

        よ簗 温良三彦 - 会 -%, 乙 ・…あ だ 憩轟圭髭億緊 k. 鰯話葮妬姦 ユ上． 鮎酩 ．‥ 訴 ㌔                           

    - 驚， 隠 : ‥ ぱ " ご慈欺ぬ魚お ム上空， ヒゑ 五 %? 蛭 文安安ゑ ゐ臨ぞ " ぷ烏露模鱗ぶ ・                     

              患ぬ色 乏ゑ -% ゑ ， 、 おボ 。 ;% ゑ 安托 %   ㎞ 焉 ・ 亀温比 ポみ @%-                                         
                      一 ""- 一一一一 "" 一一 " 一一 -"""@                                                                                                                                                                                                                           
    

( 注 )  尺及び華において、 労災ひくし 里 まの 把叢 、 描 毒手労災なくし 対集 に仮して 妨 史的であ ると考えられるものがあ 

る % 台 は 、 その内 零は ついて 詫 益して下さⅠⅠ 
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労災かく し対策について 効果的と考えられる 手法・ォき音写 

， 吃甲篤 コ 

  

F    "  一 "        ,,l "'" 
      ノミ で @  @ ・ @  一一一一一一 づ 一 コ @- % 尹   

    
  

    
c,  ツ ㍉ ノ     ニ 弘か ん 抑 ・ ヰぇヂ ・ 丑 、 ゼ ・Ⅰ・。 卸ムレ = 

                                ン 『卜せ 吋、         こレ 一 -   一 @ ナ -.-- 、 0 '                         互 ． -:   み廼 令ヱ血た ュだご 上日口合 -. 、 ，ヱ   Ⅰ、 上毛」   巳 ． 広 ・ ; 掻， Ⅰ                                             
      ・ 伊幽マ 

---.-.-.------.--.- . 乙の・ 巾 1                                                                       こヒ 仕り 玉 " 天 Ⅸ‥ 仁ぎ， ;:; ふコ % ヶ " 、 ，ね L パ可ら %   分ぶ - あ に マ ‥ ス ‥ さ   ;     
  

ド ン ぺイ ・ 宙 Ⅰ てれ、 。 J   一二 Ⅸ 、 く・ 一 -/. 

                              -,-., ら ． 7-% 協主 ニよ，じと 丑 ， ;/7, 一 ，・ -                                                                                                                                                                                                                             

      
( 注 )  同友 ひ 吾において、 芳夫 サ くし事案の把握、 措置苦労災がくし 月策 に目して 加巣的 てあ ると考えられるもの ガ あ 

  6% 合は、 その内宮 は ついて記章して 下さい． 

  

    



別紙 2 

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・措置等 

[  宮城 局 ] 

1. 安全衛生に関する 各種講習テキストの 関係法令等に「労働者死傷病 
報告義務」の 条文を掲げる 等により具体的な 手続き等を説明したテ 
キストに改める ( 現在の安全管理担当者をはじめとする 各種テキ 
ストを見ても、 労働者死傷病報告義務に 関する内容が 省略されて 
いる 為 ) 

2. 建設業にあ っては、 発注者が発する 文書 ( 工事契約書の 約款、 共通 
仕様書等 ) にも労働者死傷病報告義務を 掲載するようにすること 
( 労災かくしのそのほとんどが 建設業であ る 為 ) 。 

3. 建設業の労災かくしについては、 新たに発注者に 対する通報制度 
を 確立すること。 

4. 関係医療機関に 対し、 労働災害と認められる 場合には、 労災保険 
の手続きを行うよう 指導するとともに、 被災者や事業者がその 手 
続きに応じない 場合には、 所轄 署 ( 若しくは 局 ) に・ 清 報を提供させ 
る ( 労災の指定医療機関にもかかわらず、 健康保険や国民健康保 
  を 黙認している 例があ る 為 ㌦ 

5 

6. 全国足並みをそろえ、 斉一的に取組むことにより、 一層の効果が 
期 " できる。 

( 注 ) 局及び事において、 労災かくし事案の 把握． 措置等労災かくし 対策に 

関して効果的であ ると考えられるものがあ る場合は、 その内容について 

記載して下さい。 
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労災かく し対策について 効果的と希えられる 手法 - % 直音 

Ⅰ 禾尹ヤ縛 メモ ら ] 

ほ ・ か 。 し 半 #, 本あ す 
                                    泊乏花クさ @@@.@@...1,,l,llll,         trl@@, 盈   志そ       @       曲 @@.,.l: ■● ;,,........ 盈ま ;                                                                                                                                                       

な手下 3%.,   穫ち ・つくヨニ と 。   
              

      
  

  

( 注 ]  庵及び去において、 労災かくし手荒の 把捉、 構臣等 労災かくし村吏 に 関して 勅呆的 てあ 舌と毛 えられ否ものがあ 
る 埋 さは、 その内官について 記 まして下さい。 
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    吊 l 才 氏のヒわ目ノ                     
( 注 )  局 及 び 署において、 労災かくし事実の 把握、 措置等労災かくし 対策に関して 効果的であ ると考えられるものがあ 

る場合は、 その内容について 記載して下さい。 



0% 027 り 7 上り : 33 Ⅱ   A 入 り 2 甘 ZZ4 tbzY こ 状 朔方倒句 万 側室 平即 唯り ul ソ u 上 Ⅰ 

ェ 医療機関との 間で行われる 協議会の席上、 医療機関側から「医療窓口及び 診療行 

為の場において、 明らかに労災ではないかと 思われる傷病について、 私傷病であ る 

と申立てられることがあ るが、 医師の立場では 強く言えないことが 多い。 」 ヒ いう情 

報があ る。 このことから、 医療横関から 情報を得ることが 有効であ ると思われる。 

従って、 通報制度の導入も 含め、 県 ・地区医師会、 指定医協会等と 連携することを 

検討ずべきであ る。 

2  労災事故に・ついて、 発生状況、 場所等を偽って 報告することに 刑事責任があ るこ 

ヒを 中小の下請事業者が 熟知していない 場合が多いことから、 特に下請事業者に 対 

し、 集団指導、 パトロール等あ らゆる機会をとらえて、 リーフレットの 配付等によ 

り労災かくしを 防止する為の 周知登底を行う。 

3  労働者死傷病報告の 様式の欄覚下部に、 「虚偽の報告は 犯罪になります」 ( 旨 ) の 

注意書きを記載する。 

なお、 この他に、 「労災かくし 事案の発生を 抑止する 為 、 司法処分に付さない 事案 

であ っても事業場名を 公表する。 」等の意見もあ った。 
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別紙 2 

労災かくし対策について 効果的 ヒ 考えられる手法・ 措置等 

[ 栃木局 ] 一   

2. 建設業において 労災かくしを 行う大きな要因としては、 労働 災 宙を発生させる 
とその後の公式工事の 受注に影響が 及ぶことが挙げられる。 このため、 公共工事 
受注参加賀 格 審査の基準として 労働災害を発生させたという 結果のほかに、 その 
発生状況、 原因等を加味した 総合的な評価基準を 構築することで、 評価のウェー 
トが大きい労働災害結果を 相対的に低くすることが 必要であ り、 建設行政 搬穏と 
の 情報交換等の 場において、 これらの意見を 伝えていくこ ヒ が必要であ る。 

8, 労災かくしの 事案とそのデメリット ( 医療費負担、 刑事罰など ) を建設業協会 
会員事業場等の 集団指導等で 説明して当該事案発生防止のための 啓蒙を図る一方 
で、 安易な社会保険による 診療等がないように 医療機関に対する 労災保険制度の 

周知、 徹底を図ることが 必要であ る。 

4. 病院・医院、 柔道整復 師 等との情報ネットワーク 化を図り、 局 ・署に情報を 集 
約できるようにして 早期の事案把握をすることが 必要であ る。 
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労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・措置等 

[ 群馬尾 ] 

1  「労災かくし 防止キャンペーンⅠの 実施 

期間を定めて 全国的に「労災かくし 防止キャンペーン」を 実施する。   

キャンペーンの 具体的内容としては、 次のような事項が 考えられる。 

  労災かくし防止のためのポスタ 一の掲示、 リーフレットの 配付 

  新聞報道等マスコミによる 報道 

  集団指導、 説明会における 指導 

2  建設工事発注者に 対する要請 

建設工事発注者に 対して次の事項を 要請する。 

  元請業者が労災かくし 防止措置を講ずるよ う 指導すること。 

  労災かくし事案が 発生した場合であ って、 元請業者に問題が 認められる 

場合にほ、 厳重な処分を 行うこと。 
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労災かく し対策について 効果的と考えられる 手法・措置等 

[  埼玉 屋 ] 

                    乃ぷな は                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
( 注 )  局及び署において、 労災がくし事案の 把握、 措置等労災かくし 対策に関して 効果的であ ると考えられるものがあ 

6 場合は、 その内容について 記載して下さい。 
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 盆不 l ．キ事 タ掲 ． 合 ， 弾 Ⅰ芸者に 圭 ． 連 ‥ 韓 ． 健拷蓋俺 ‥ 牽 ・末書何 % 

対策書 左比 髪出さ 也る，   
ユ 、 医師会 乙珪 推し、 匡渡 機関 力づ席報 提供甘受げき 二ど   

                                  た       どにより、                 労災患者の     治沫と     社会保険で     伍ラニヒ之           

  甲ド 膵 する。 
  

3 、 苑 行の事業 場 における 吏 全衛生活動において -, 災害   
                                    甲虫 ア ・ 月 ・ざす     ぁ妻ヅ   :.               第二軒せ珪 考杵だ托倒 老巧‥ 閏エ   :       

                                ・ 事   古文・ 乙 ・   起   二・ テ ・     羊 ・     今イ土 ・   ほ睦惑乏     かける。       「自分の   勤矛 寿成績     に     乏ク 饗 十ノ る ど レ Ⅱ 3 名 ゐオぐあ ソ ， 災害 イぐ 発生 レて 七去 府 Ⅲ ;   
報告 レ たい 例 びあ る乙 思う。 したが， 了 今後の監督 拮専 、   
先回指導において、 。 災害発生暗に ヰすサ や村，会社 l ニ % 告 

すること " 後げ 。 監督 渚に 死傷 蘇紘 皆色提出格こと。 と 同好 備略アる 。   

( 注 )  局及び蓋において、 労災がくし 竿 果の把握、 措壷 寺男児かくし 対策に閲して 効果的であ ると 寺 えられるものがあ 

る 埋 合は、 その内 審 について 記拙 して下さい   



東烏、 
1  件数 

調査期間であ る平成 1 1 年 1 月から平成 1 2 年 1 2 月末までの期間に 東京 局で 把握 

した労災かくし 事案は 1 5 件であ る。 

このうち、 1 4 件が建設業であ り、 その内訳は土木工事業が 7 件、 建築工事業が 6 

件 、 その他の工事業が 1 件であ る。 残る 1 件は陸上貨物取扱業におけるフォークリフ 

トの 無資格運転に 係る事故であ る。 

また、 建設業 l A 件中 9 件が公共機関発注工事であ る。 

2  事案の内容 

労災かくし事案の 内容としては、 1 5 件 中 9 件が報告 僻怠 、 6 件が虚偽報告であ る。 

3  企業規模は 1 5 件 中 1 2 件が 4 9 人以下であ る。 

4  事案発覚の端緒は、 3 分の 1 が事業主からの 申し立て、 3 分の 1 が被災者からの 中 

し 立てであ り、 労使が双方いったんは 労災かくしをもくるんではみたものの、 経済的 

に負担感が強くなり、 自らが申し立てる 結果となっているものと 推諾 される。 

その他 3 分の 1 の中は第三者からの 情報、 監督指導等での 確認に基づくものであ る。 

5 

なお、 労災保険の回収等について、 処理、 検討中が 3 件であ る。 
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労災かく し対策について 効果的と考えられる 手法 - 措置 寺 

[ 東 京 局ュ 
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男 ll キ 民 2 

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手 ; 去 ・措置 寺 

[  東 京 局コ 

        丘 全二期 無 災害表彰制度について 無策言を要件することを 改め、 災害発生事業場についても 度数率   
等 その他の指標により 表彰の対象とする。 

  
る 療 姜の給付請求 善に ついて、 事業主が補償した 又は 事業主・一人親方であ った等の理由により、                       

後日、 取下げが行われるケースがあ るが、 取下げの事由について 精査を行 う 。 

      また、 事業主が労基法の 規定により療養補償や 4 日目以降の休業補償を 行い、 労災保隣給付の 手続                       
を 行わない取扱いが 辞められているが、 労働保険適用事業場については 労災保険手続を 義務づけるこ 

      ととする。   
      グ ごく軽微な事案であ っても、 積極的な司法処分を 行い 詐 鐘を鳴らすとともに、 発注者に対して 災                     

官 件数のみによる 機械的な施工業者の 選別・排除を 行わないよう 要請を強める。 
  

  
か 先儒 病 報告を提出すべき 所轄監督署につ v て見解 が 明確でないケースもあ り ( 例 : 有期 車 業に係                       

る 加工事業を行っている 下小屋について、 有期事業の所在地、 下小屋、 事務所の所在地なのか 等 ) 、 
      明確な基準を 作成し、 亨 業者に周知を 行うとともに、 不報告を明確・ 迅速に把握できるようシステム                       

の 改訂 ( 現在のところ、 他署 提出済みや特別加入者年も 含まれてしまう。 ) を行 う 。 
            
( 注 )  局及び署において、 労災かくし事実の 把握、 措置等労災かくし 対策に関して 効果的であ ると考えられるものがあ 

6 場合は、 その内容について 記載して下さい。 



  

労災かくし ヌ寸策は ついて効果的と 考えられる手法・ 措置等 

[  神奈川 局 コ 

ⅠーⅠ 労災窓口での 労働者からの 相談が契機となることが 多いため、 労災 課 

の 窓口業務と監督業務との 協力体制が必要となる。 この場合、 十分な連 

携 のため労災 課 若手職員への 研修も要する。 

2  事業主のみならず 労働者側にも 治療費等の補償さえなされれば 良しと 

する意識があ る。 補償がなされている 場合でも労働者死傷病報告が 必要 
    

であ る旨の、 より積極的、 効果的な広報を 要すると思料する。 
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労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・措置等 
新潟労働局 

1  故意に労働者死傷病報告を 提出しない労災かくし 事案に対するもの 
(1) 消防機関から、 救急車の出動で 労働災害と思われるものについてはその 都度連絡をも 

(3) 建設業許可業者の 同事案に対する 発注機関の処分を、 より厳しいものとするよう 要請 
する。 

また、 同事案を司法処分とした 場合、 その実効行為者のほとんどが 末端下請業者であ 
り、 元請業者については 通報制度の対象とならないことから、 元請業者に対しても 処分 
可能な通報制度に 改める。 

(5) 各医療機関に 対し、 診療に当たっては 労働災害か否かの 確認を十分行うよう 要請する 
とともに、 受付窓口に 、 例えば「労働災害には 社会保険は使用できません。 災害の内容 
を偽って社会保険を 使用した場合は 処罰されることがあ ります。 」などの掲示を 依頼する。 

(6) 新規学卒予定者に 対し労災保険制度に 関する教育を 行う。 

の 様式に、 被災者本人の 記載内容確認欄を 設ける。 
(4) 労働者死傷病報告用紙に、 「偽りの内容を 本報告に記載した 場合は、 処罰されることが 

あ ります。 」等の警告文を 印字する。 
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長岡労働基準監督署長 

被災労働者の 方へのアンケート 調査実施について 

当 署では、 日頃 より労働災害防止を 行政の最重要課題の 一つとし 

て 各種施策を積極的に 推進しているところですが、 死亡労働災害 や 

建設業の墜落災害が 多発するなど 問題が認められます。 

そこで、 先般、 貴方が使用される 事業場から、 貴方が労働災害に 

合い、 被災した旨の 労働者死傷病報告書の 提出を受けましたが、 労 

働 災害の発生状況を 正確に把握し、 同種労働災害防止対策を 徹底す 

るため、 このたび、 アンケート調査を 実施することといたしました。 

つきましては、 別紙アンケート 用紙に必要事項を 御記入の上、 下 

記 期日までに同封の 返信用封筒により 当署あ て返送いただきますよ 

うお願いいします。 

なお、 本調査は、 直接、 被災労働者の 方から御回答いただくこと 

として実施していますので、 事業場 ( 会社 ) 関係者には、 秘密扱い 

に願 います。 

記 三目 

1 . 提出口 

2.  提出先 

8. 照会，問合せ 

平成 12 年 11 月 11 日 ( 月 ) 

〒 940-0022 

長岡労働基準監督署 

長岡市東新町 l T 目 6 番 8 号 

長岡労働基準監督署第二課 ( 担当 第二課長 ) 

TEL  0258-33-871l  FAX  0258-33-8713 

被災労働者に 対する追跡調査 zoo0/8/l0  i/2 



被 災 状 況 ア ン ケ ー ト 

]. いっ被災しましたか ? 

平成                 年                 月                 日 午前・午後                 時頃 

2. どこで被災しましたか ? 

の ． 事故が起きた 場所 ( 該当するところに 0 印をつけて下さい。   

資材置場 工事現場 倉庫・加工場 その他 (                                                                 

②． その場所の名称 ( 現場名、 倉庫・加工場名、 住所等をお書き 下さい。 ) 

( 例 長岡監督署改築工事、 長岡監督署第一倉庫．長岡市東新町「 -6-8 など ) 

3. 災害の内容 

被災された時の 状況を簡略にお 書き下さい。   
        

4. 災害の現認者又は 第一発見者 ( 貴方の災害を 確認した人のことです。   

  いる 所属事業場老                                         職                                           氏 名                                                     

  いない 

5. その他 

労災保険制度、 署窓口説明等に 関して、 御不明な点があ りましたなら、 どうぞ 

お書き下さい。     
平成・…… 年   - …   月 ．……日 日 

長岡労働基準監督署長 屏 ル 又 

住所                                                                                                                       

氏名                                                                                                                                 

岩笘 帯掛 き l" 民ナゑ拾祐 調香 ヮ n ⅢⅠ ヘ /" 胎 つノワ 



                                      i 山 労働局労働基準部 

  

  

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・措置等 

、 富山 
1 医療機関、 特に救急医療機関でもあ る労災指定医療機関に 対して、 労災 

保険指定医療横関の 措定契約に基づく 行政への協力事項としての 監督署へ 
  0 通報若しくは 相談を周知登底するとともに、 院内窓口へのポスター 掲示 

等を徹底する。 ( 医師会符でも、 こうした労災隠し 等犯罪がらみの 患者が搬 
送・来院した 場合に対して 審察，監督署 等 へどのように 情報提供したらよ 
いか、 医師法による 守秘義務との 兼ね合いで医師が 悩んでいるとの 問題が 
あ り、 通報しなければならない 等の法的な取り 扱いはないかとの 相談があ 

り、 当署では、 療養担当規定や 刑法、 医師法に基づく 守秘義務の範囲等に 
基づき説明したとモろ、 理解を得た。 療養担当規定は 各医療 接 的に配布し 

  てあ るものの、 ・医療機関側の 不知、 認 霞 不足が大きい 実態が認められる。 ) 

また、 新規の労災指定医療横関の 指定時に、 専業主から労災 穏 し等の中 
し 出があ った場合の対応の 仕方、 医療機関の刑事責任の 発生のおそれ、 指 

定契約の取消しの 可能性、 居者への迅速適正な 補償給付の問題等について 
も、 療養担当規定等に 基づき病院経営者等に 十分説明、 理解を得る俺の 医 
療機関への指導が 有効と思われる。 

  
2.  特に、 建設業において、 指名停止処分・ ( 経営者側の間 恩 ) 、 労災保険の 
    メリット制による 還付金への影響や 事故発生に体なう 社内処分へのおそれ 

( 現場責任者の 問題 ) 、 現場が出先のため 元請けヒ下請けの 謀議 が 安易に行 
われやすい環境にあ る、 現場の安全管理や 被災者への神位等に 係る下請け 

事業者の元請けに 対 ・する過度の 依存意識等及び、 元請けの意向に 従わない 
場合元請けから 仕事がもらえなくたる n 下請け事業者の 問題 )   等が複合し 

て、 主として元請け 事業者側の都合による 労災隠し事案の 発生に至らしめ 
る土壌を形成していると 思われる。 
  このため、 死傷病報告等下請け 事業者に対して 直接監督署に 報告義務を 
課しているものについても 元請けの特別規制に 加えることが、 労災隠し 防 
上上有効ではないか。 
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別紙 2 

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・措置等 

[ SJl@ 働司 

; 「．労災かくし 防止のための 手法ついてシステム 利用によるもの 

l 労災保険の請求書が 提出され緒付を 受けているが 死傷病報告書を 提出して 
いない場合について、 システムの情報を 突合することにより 未 提出事業場を 把 
捷 し、 提出を督促する。 具体的には、 ①現在も行われている 休業補償請求 時 
に メッセ ー，ン ・ ( 死傷病報告書 未 提出 ) を出力する場合に 継続一括の被一括番号 ご 
とに出力されているが 整理番号ごとにするよ う 改める。 ②入院を伴 う レセプト 出 
力時にメッセ ー ・ 右 死傷病報告書 未 提出 ) を出力する③障害補償請求書入力時に 
わ セ ーゾ 自死傷病報告書 未 提出 ) 出力することがあ げられる。 

2. 労災かくし防止のための 手法 ( 医師に対して 報告義務等を 課す ) と対策 

い ) 医師が労災かくしを 知りながらそれに 力 D 但 した場合は 、 の 司法処分で、 加 
担した医師にも 積極的に教唆， 蕎 助の適用を考える。 ②労災指定医の 指定の 
取消を行 う 。 という原則を 確立し，医師及び 医師会に対し①②の 内容を記したチ 
ラシの配布及びマスコミに PR することにより 抑止する。 

(2) 労災かくしが 発覚した場合に、 事実関係を明らかにするため 労災請求の 
有無に係わらず 医師に対して 必要な事項を 報告させる義務を 課す。   
3. 社会保険労務士に 対する指導 

( Ⅰ ) 労災がくじに 上金 険 労務 士 が関与する場合があ るが、 こうい う 悪徳社会 
保険労務士にたいしては 資格の抹消・ 資格の停止を 行 う 。 
(2) 社会保険黄土会に 対する指導を 行 う 。 

  

4. 建設業における 労災かくし防止のための 手法 
( 「 ) 建設業の場合に、 建設現場で隠してしまい・ 支店や本店に 事案が上がら 
ない場合が多い。 そのため、 労災かくしが 発覚した場合に、 本社から代表取締 
役 ( 代表権 を持った担当の 取締役 ) を呼び出し直接是正勧告書を 交付する。 
(2) 埋設業における 下請の労災かくしの 原因は、 災 冒を起こすと 元請から今後 
の受注を受けられないことを 恐れ隠す場合がほとんどであ るので、 有期事業に 
おける労働保険関係を 下請を含む各事業者毎に 成立させる。 

5, 算定基礎調査に 際し労災の謂 求 めない長潮休業者を 把握し， 私病 なのかど 
うか確認するとともに 会計帳 簿で治療費や 休業手当等の 支払がないか 確認す 
る 。                                 
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労災かく し対策について 効果的と考えられる 手法 ・ 措置等 

に そ富井 局コ 

    
1 広報活動の工夫 

  労災かくし防止について、 以下のような 広報活動を徹底することに                     

より、 労使双方に周知する。 
  ①全国ネ 、 ット によるテレビ・ラジオ・ 新聞への広告   
  ②アドバルーン・ 電車の広告 ( 福井 居 においては路面電車 ) 

③ 1 日署長 
  

  ④週間，旬間の 設定   
⑤関係団体及び 地方自治体の 機関紙、 広報誌への掲載 

  ⑥医療機関等への 啓発用ポスター 及びリーフレットの 配布   
  の 司法処分実績数値等の 公開に よ り啓発する。   

⑧労災かくし 1 1 0 番の設置   
  

2 医療機関等との 連携 
  

  労災保険以外での 保険使用につき、 医療機関側からの 協力 ( 通報 他 )                         

が 必要であ る。 医療機関が労災かくしに 積極的に関与する 等について 
  は 、 場合によっては 健康保険医・ 労災指定医の 取消も考えては 良いの                           

ではないか。     
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労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・ ォき置等 Ⅰ 4%@ - 口目 北 キハ 局コ     

  3 公共工事発注機関における 業者評価システムの 改正   
  公共工事発注機関における 業者評価システムを 加算方式とし、 安全   

衛生面での評価項目に、 災害の発生の 有無のみだけでなく 日常の努力 

  度も反映させる。 ( 各関係省庁に 働きかける )   
  4 災害発生状況の 定期報告   

労働安全衛生法の 特別規制において、 元請事業者による 日々の災害 
  発生の有無、 程度の確認と 報告実施への 関与を義務づける。 ㎝別行 )                                           

                    5 労災保険料の 増額   
  関与を問わず、 労災かくしがあ った工事の元請事業者について、 一   

定期間労災保険料を UP させる等のぺナルティーを 科す。       
  ( 注 )  局及び署において、 労災かくし事案の 把握、 措置等労災かくし 対策に関して 効果的てあ ると考えられるものがあ 

る 場合は、 その内容について 記載して下さい。 



労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・措置等 

( 長野 局 ) 

1  啓発対策 

  労災かくし防止月間を 設ける等、 全国一斉に周知、 広報を行 う とともに、 

司法処分を行った 労災かくし事案については、 積極的に広報することとす 

る 。 

  集団指導の際、 労災かくしが 発覚した場合のデメリット ( 司法処分、 被災 

労働者からのゆすり 行為等 ) について事業者に 対し説明を行 う こととし、 そ 

のためのパンフレットを 作成する。 

2  周辺対策 

  建設業においては、 労災件数が地方公共団体の 資格審査に影響すること 

を 恐れる気持ちが 強く労災かくしの 動機となっていることから、 

発注機関に対して、 労災事故の発生件数だけでなく、 安全管理体制や 安 栓 
対策等総合的に 評価を行らように 要請する。 

  医師会、 医療機関に対し 適正な保険を 使 う よ う 要請を登底するとともに、 

負傷の原因に 疑わしいところがあ るものについては、 監督署に連絡するよ 

う 協力依頼を行う。 
  救急車出動時の 消防署から監督署への 連絡を確実なものとするため、 協 

力関係を一層登底する。 

3  制度面からの 対策 

  労災かくし発覚後に 労災給付を行 う 場合に、 労災来手続事業場について 

は、 費用徴収を必ず 行 う とともに、 メリット制の 適用を受けている 事業場 

については、 還付金の回収、 追徴等を確実に 行 う 。 

  現在の費用徴収制度に、 故意に労災かくしを 行った場合を 追加する。 

また、 故意に労災かくしを 行った事業場について、 メリット制の 保険料 

率を アップさせる。 



0 l 一 2 一               ミ PM : 岐阜 ぢ 仙居 総務部 五 % 局 笛竹森     
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土 建設業の下請事業場が 発生させた労働災害に 係る死傷病報告の 提   
出に関し、 元請に対しても 何らかの措置義務を 負わせること 及び 死 

  

傷病報告の提出義務違反に 対する罰則強化についての 法令改正を行 l 

つ ・ 

l 2  労災かくしの 違法性を強調した 積極的な広報活動を 実施する。   

l 3  労災かくしが 発覚した場合、 現在のメリット 制による保険料の 増 l 

  加 より大きな増加 額 と な る よ う に当該制度を 見直す。 ( 所得隠しの @ 

                      場合の重加算税と     同じ趣旨     )                                                                                                                                                                                                                                             

l 4  医療機関から、 労働災害であ るにもかかわらず 労災保険以外で 受 l 

  診 していると思われる 患者に関する 情報提供及び 通報体制を確立す l 

  るため、 本省から日本医師会に 対して要請を 行 う とともに、 医療機 l 

  関 に対し労災保険制度についての 認識と理解を 深めるための 周知 啓 l 

                      発 活動を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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労災かくし 対軍は ついて効果的と 考えちれる手法 - チ き置専 

[  静岡 局コ   てあ るこ てヒノて乏く 孝文ミ 巨 Ⅰ     マスコミ と 二 % ノじ Ⅰ・ 宕ラて庚         @. Ⅱ 茸   … 独 -%                                                                                                                                                                     

    !. Ⅸ‥   ら ．   ら 2 Ⅱで．上ろ ノ ． ， … ま ． ユ ‥が． ク ． 9 ‥五 % ニ ．     ブ ．Ⅳ‥ 又 ． ヱ ‥ ゑ ㎏．．．。                                                                   
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' ヰ )  局及び署において、 労災がくし事案の 把 埋 、 栢直 苦労災がくし 対策に関して 効果的てあ ると考えられるものがあ 

る 場合は、 その内容について 記 立して下さい。 
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労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・措置等 

。 """""' 
1  労災指定 園鄭川菊 等と連携を図り、 初診時に、 労災事案の有無についての 確認等を 

徹底することとする。 
2  社会保険事務所との 囹 携を強化することとする。 
3  医師等医療機関関係者に 対し、 労災かくしの 疑いのあ る事案を把握した 場合に 、 直 

。   コ畦錨 。 。 W   。 "' 。 """ 。 。   

4  下請事業場での 労災かくしを 防止するため、 元方事業者に 対して、 労災事故発生の 
確認の登底と、 災害を確認した 場合の当該下請事業場への 指導の登底について 図る 
こととする。 

5  特定元方事業については、 関係請負人の 労働災害に係る 労働者死傷 報告の報告 茜 義 
務 者を 、 元ナ 事業者との連名にすることとする。 

6  事業者に対する「出勤簿」の 作成等について 指導を行 う こととする。 
7  悪質な案件であ る労災かくしについてほ、 労災保険科の 費用徴収の対象とする 体申   

の整備を図ることとする。 
8  その他、 現行の集団指導等において、 労災かくし事案の 防止を図るため、 下記の対 

策を講ずる。 
(1 ) 労災かくし防止について 広報を行う。 

テレビ、 新聞、 午 度 更新時の広報用パンフレット 封入による広報の 実施 
各種団体に対する 集団指導時に 周知 
労災指定医・ 療 機関等の窓口に 労災かくし防止についてのパンフレット 等の 

設置 

(2) 当該事故が公共工事であ る場合には、 発注者に対しても、 今後の再発防止に 
向けた指導の 徹底を要請する。 
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えられるものがあ る場合は、 その内容について 記載して下さい。 
( 注 @  局及び署において、 労災かくし事案の 把握、                                                                     
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別紙 Z 

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法   措置等 

[ 京都 局 ] 

  

  1.     社会保険事務所と 監督 者 との相互通報制度及び 定期的協議会を 確立する。         l 

      2.            ,   、     27@7)23            く                       に係る経営事項審査の 項目Ⅱ 

"""""""-"""" 及 び ， 基準については、                                                                                   
こと ヒ なっているため、 これが労災かく・しにつながることも 考えられること       

        から、 災害発生件数を 要素とせず、 例えば安全衛生管理体制等を 要素とする     
よ                         -   してはどうか。         

  

      
- 一 - 一 ----.- 一一 --         -----                      一 --, Ⅰ 
4. 無 災害表彰制度を 見直す。       -- 一   Ⅱ 
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( 注 ) 局 及 び 署において、 労災かくし事案の 把握、 措は寺 労災かくし対策に 明して効果的であ ると考えられる 

ものがあ る場合は、 その内容について 記 放して下さい。 
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労災かくし事案について 効果的と考えられる 手法，措置等 
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(1) 医療機関、 救急隊及び警察との 連携を密にし、 連絡体制を確立すること。 

(2) 書類の チ エック及び調査を 行うこと。 

イ 

ロ 療養給付のみを 受けている事案 

2  措 置 

(1) 把握した事案については、 必要に応じ調査、 監督及 び 医療機関への 照 

会等を行い、 厳正な措置を 講じること ( 第一義的には 司法処分 ) 。 

(2) 行政の事業場に 対する指導・ 啓発を強化する。 

(3) 労災かくしが 発覚した場合、 労災のデメリット ( 料 率の大幅アップ 等 ) 

を受けるような 対策を検討する。 

(4) 安全の無災害表彰制度の 見直しを行う。 

( 表彰を受けたいために 労災かくしを 行っていた事例が 多いため。 ) 

8  広 報 

(1) 医療機関、 関係労使団体、 社会保険労務 モ 会などに広報を 行う。 

(2) ボ 一ムページを 利用して広報すると 同時に、 相談及び情報提供等にい 

て労災かくしの 項目を設ける。 

        / 「 l つ         四目廻向 囲 Y 鵜 Ⅳ げ 7 Ⅱ 億 fl @ 口 7     ， iri (lfl7 
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別紙 2 

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・措置等 

兵 庫 局 

工 虚偽報告について 

( l ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
.( 3 ) 

2  本朝きについて 

( 1) 健康保険使用に 係るものについては・ 社会保険庁との 連結体制を確立し 、 疑 

わしいものについてば．通報を 受けることとする。 
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労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法，措置等 

[ 奈 良 周 ] 

l 「 業務上外の調査等労災主務課が 実施する各種調査に、 監督官が同席、 ま l 

珪 Ⅱ 回 仮するこ - Ⅰ」   
( 理由 )   
事業主、 被災者等は労災保険給付を 受けた い がため、 当該 各 種調査に協力   

雙ヱ互コ 二七 だ 多いが、 監督官 9-% 盟 ・喝食 だヤ， ‥事業主 側ぜ 正利 挙ヨ軍さ 俺   
があ るという二百で、 災害発生状況等の 過少申告 ゃ 真実を隠蔽する 可能性が   
少なから・ ず 考えられる。 ・ -   
-  主 二て ， ・傷病の状態、 -- 治療経過と 塞害 発生枕辺 雙と ・の因果 関 ・俸に明るⅠ・ ) 労 ・   
災 担当者と労働安全衛生法に 明るい監督官とが 同時に、 それぞれの専門分野   
からの視点で 調査することにより、 それぞれの調査結果に 対する相乗効果も 

期待できる。   
この手法を積極的に、 定期的かつ計画的に 取ることにより、 管内各事業主   

に対する P  R  効果が期待できⅡ @ 労災かくしの 未然防止対策になると @ 考える 0     
2  労災かくしの 場合における 労働保険事務組合及び 委託事業主の 責任 ( 刑   
罰 、 共犯等 ) について、 同組合に対する 周知及び適正な 報告の指導   
( 理由 )   
程度の差はあ るものの、 労働保険専務組合が 労働者死傷病報告及び 労災保   

険 給付請求書に 委託事業主の 申立てどおりの 内容の災害発生状況等を 記載し   
その後、 委託事業主は 事務組合から 送付されたこれらの 書類に署名または 記   
名 押印するだけで 同組合に返送し、 同組合から労働基準監督署に 提出される   
と が見受けられる。   

これらのことにより、 一般的には労働者死傷病報告について、 委託 亨 英主   
は 、 労災保険給付請求に 係る書類と認識することが 多く 、 早く労災保険給付   
を 受けさせたいがため、 当該内容を十分確認することなく 同組合に返送し 、   
耳組 食 Ⅰ 単 ・ 銘俺 蚕玉土公確認 L@ 珪り 度度・労働 華準茸 賢者 は輯伴王ユ ・ 至且 ，‥ 蚕 -   
話 華 葦毛至当該 雙負 K 嬰と， ‥同事 狂程 合焦な里キ ニヱヱ ・ り珪 俺だ 何 なれ 至， -   

これは労働保険事務組合及 び 委託 事 英主の労働者死傷病報告に 関する報告   
遅滞及 び 虚偽報告に対する 罪の意識、 刑罰の認識が 高くはなく、 また、 事業   
車史再任 だ - 至りて理世 笘 ・ ざ き臣 つ主つ 認識Ⅱ 本 H 至 Ⅰ 化 ・ だ牽ど主や蕉 忠や 杵 ・     

l 6,   

…孟の丘・ や， ・‥ 更捧 の菱蟹 だ雙楼王ゑ烹萎菩 9 空な・ ニ ・ 憶 、 ・‥ 蓋聚丑 9% 申 Ⅱ   よ る   
労働者の負傷を 業務上の事由による 負傷とする等災害発生状況等を 偽りのも   
のとし、 労災保険給付にて 当該治療費等を 賄う等不正堂落毛 杢 てる若も 、 ;" る 

    l ロュ @ 笘葉 ""' 億 ' れ 。 ": Ⅹ @@@ l @ @ . ム             



と思才   
よ -   

@ こ営 ん   
くし c   
係等 )   
によと   
くしり   
  
3 %   
とも @     

つ れる。   
，て 、 労働保険事務組合に 対する労働保険年度更新手続き 説明会 等 の 防   
態 主務課と合同で、 定期的かっ計画的に、 それそれの観点から、 労災が   
り 場合における 労魑 事務保険組合皮 ぴ 委託事業主の 責任 ( 刑罰、 共犯関   
ほ ついての周知及び 労働者死傷病報告等の 適正な報告を 指導すること   

フ 、 同組合及び委託事業主双方への 注意を喚起することができ、 労災 か   
ゥ 未然防止に効果的であ ると考える。     
礫 かくしに関与した 事業場については、 原則として司法処分を 行うと   
      司法処分を行った 場合は、 広報を積極的に 行うこと。   

4  労災保険法の 費用徴収制度を 労災かくし事案に 対しても適用を 拡充し、   
適用した場合は、 広報を行 うこ " 乙 " 

( 注 ) 局及び署において、 労災かくし事案の 把握、 措置 第 労災かくし対策に 関して効 

果的であ ると考えられるものがあ る 鵠 合は、 その内客について 記載してください。 

      



別紙 

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法， 措盾等 

[, 島鯨 ] 

  
    
                                                      にし、 一一一 労災かくしが ""m"".". 行なわれ 。 """"W 一 7" - @  一 場合には元請にも 口 """" 一一 、         
直接 貢任 が及ふ "  "  とっ "  に改正すると 共に、 "  給付請求書との "  笹 ム 目性等の確認を @  仁 なフ " 。       

3  建設業者へ労災かくし 防止に関する 月 俺を樹立するよ う 指導するとともに、 発注機関に     
対しても指導を 要請する。     

4  建設行政機関との 通報制度の対 壷 とする。     
5  労災かくしを 行なった事業場及び 元諸事業 場 に対して、 メリット制のプラスと 目加を止め     

る 、 算定基礎調査の 対 奪 とする、 事業場喀の公表する 等の制裁を設ける。     
6  労働者へ労災保険制度の 周知を行う。     
7  労災指定医療機関等にポスタ 一年を掲示する。 

(S 注 ) 局及び署において、 労災かくし事案の 把握，措置等労災かくし 対策に閲して 効果的で 

あ ると考えられるものがあ る場合は、 その内容について 記載して下さい。 
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'01  02/02  12:52 FAX 082 221 2351 広島労働局労働基準部 9 本省監督 課 

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法，措置等 広島尾 

1  当局においては、 平成 3 年 ]2 月 5 日付け 基 登第 687 号及び平成 3 年 12 

月 R 日付碁盤登第 52 号を受け、 平成 3 年 12 月 19 日付け広 基発 第 895 号 

「いわゆる労災かくしの 排除について」等 ( 刑添 Ⅰ及び川添 2 片もって厳 

正な司法処分を 中心に対処しているが、 平成 6 年、 広島県労災指定病院協 

会との協議等を 踏まえ、 11 月 i4 日付け事務連絡「いわゆる 労災かくし 事 

案 処理要領について」 (xlJ 添 3) をもって医療機関からの 情報又は被災労働 

昔からの申告等により 事案を把握した 場合の具体的処理要領を 定め、 医療 

機関からの情報等に 対し組織的に 対応するよ う 体制の整備等を 行った， 

さらに、 平成 12 年 10 月 tg 日、 労災保険の適正運用を 呼びかけ ろ パン 

フレット、 労災請求書 ( 様式 5 号、 様式 16 号の 3) を労災かくし 防止用 ボ 

スターとともに 労災指定医療機関に 送付し、 新聞報道においても 取上げら 

れている ( 別添 4), 

なお、 労災かくしに 関し、 平成は年に 3 件 (3 ち 1 件は 1n 午に把握し 

た 事案 ) 、 平成 12 午に 4 件を送致し、 現在 3 件を捜査中であ る。 

2  さらに、 次のような指導、 啓発等を行 う二 とが有効であ ると考える。 

(1) 労災かくし事案の 事例及びその 措置状況について、 集団指導等で 周知 

する。 

(2) 労災保険のメリット 制に関し、 制度本来の趣旨を 誤解し、 労働災害を 
発生させた場合に 保険料率が上がるとの 認識を示している 事業主が散見 

されることから、 制度の正しい 理解を得るよ 3 周知，登底 す る ， 

(3) 建設業及び造船業においては、 労働災害を発生させた 業者を、 一律に 

排除する傾向にあ り、 発注機関、 元請事業 き 寄に対し、 業者の選定を 行 

うに 際してその発生原因、 法違反の有無等を 総合的に掛 酌 するべきであ 

げ、 労働災害を発生させたことのみをもって 業者を発注の 対象から一律 

に 排除しないとう、 例えば、 建設工事発注機関連絡会 謡 等の場において 

要請する。 
(4) 製造業において、 障害が残る程度の 災害であ るにもかかわらず、 出動 

させ、 死傷病報告の 提出義務を免れる 事例が認められることから、 死傷 

病報告に加え、 障害補償給付請求書等をも 考慮して災害 時 監督を実施す 

目 021/0 Ⅱ 
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し 、 医師による診断 ( 初診時の自訴、 災害発生状況等 ) との整合性の 確 

認を行 う ，また、 療養及び休業給付の 請求がなく障害請求書が 提出され 

たものについては 調査を励行する。 
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F A X 送 信 票 

( 発ィ 青年月日 ) 平成 1 3 年 2 月 2 日 

( 宛 先 ) 厚生労働省労働基準局監督 課 監督係 属土 

  発信者 ) 広島労働局 労働基準部 監督 課 歳秀 

  (nEL0 8 2 一 2 2 1 一 9 2 4 2 FAX O a Z 一 2 2 1 一 2 3 5 4) 

( 発送枚数 ) 本 票を除く 2 1  枚 

  件名等 )  いわぬる労災かくし 事案に対する 対処状況の把握年について ( 報告 ) 

( 第 22 回目 ) 

標記について、 別紙 2 の添付質料につきましてファックス 送付きせていただきます。 

お手数をかけますがよろしくお 願いたしまず。 
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別添 l 

広基収 第 8 9 5 号 

平成 8 年 12 月イア 日 

各労働基準監督署長 殿 

 
 

広島労働基準局長 

いわゆる労災かくしの 排除について 

標記について、 平成 3 年 1 2 月 5 日付け 基発 第 6 8 7 号 ( 以下「通達」という。 ) 

により労働省労働基準局長から 別添 写 のとおり通達があ り、 また、 平成 3 年 1 2 月 5 

日付け華蓋 発 第 52 号 ( 以下「 内 かん」という。 ) により労働基準局監督課長、 補償 
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  ㈲労災かくじ 事案の把握，調査に 当たっては、 通達 記 01 の「基本的な 考え方 ] 

及 び円 かん記の 1 の「事案の動向」を 十分理解し、 的確に対応するよ う 配意する 

と
 

こ
 

  

(2)   
㈲労災かくし 事案の把握に 当たっては、 各署に設置している 労働災害防止協議会、 

職業 桂 疾病対策協議会等を 活用し、 関係部署間で 組織的な連携を 図り、 的確な処 

理を行うこと。 その際、 各部署たおいて 取り組む内容を 通達 記の Ⅲ～ (3@ び向か 

ん 記の 3 のⅢ～ (3) によりあ らかじめ明確にしておくこと。 

また、 労災かくしの 疑いのあ る事案の調査結果等についても、 調査を実施した 

KANTfj (l-2 一 4 3 一 0 4 
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り 本省監督 謂 

ヒコ 0037022 

部署から関係部署に 速やかに報告等を 行い、 事後の措置に 遺漏のないように 期す 

ること。 

2  労災かくし事案を 発見した場合の 措置 

(1) 

  

「 

１コ   

(2) 本省通違 記 03 の㈲に該当する 事案については、 別紙様式 2 により遅滞なく 監 

督課へ 報告すること。 C   

㈲本省通達 記 03 の (4) に該当する事案については、 別紙様式 3 により安全衛生課       

へ 報告すること。 

(4) 本省通達 記 03 の (5) に該当する事案については、 別紙様式 4 により労災補償 課 

へ 報告すること。 

Ⅰ 一   
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別紙様式 1 

ロ
百
日
 

月
 

第
 

発
年
 

 
 

平
 

広島労働基準局長・ 殿 

労働基準監督署長 

労災かくし事案に 係る報告について 
  

  

  
Ⅰ 

記
 

  労働保険番号             
事 業 場 名   
事業 の 所 在地 

事業の代表者 職 氏名 

労働基準法第 U 条 号別   
事 案 の 概 要 

( 調査等により 判明 
している事実 ) 

労働者数 
    人 

℡ 

氏名 m@¥-L---- 
( 小分類 )  事業の内容 

    

  

    

  
署て 予定している 措置       

KANT5 0 ～ 2 一 4 3 一 U 5 
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別紙様式 2 

己活篆ニ力へ く し事事 婁 まに ィ 男ミ る 幸世 玉 ロ 

・ ( 重大事案等関係 ) 

署
 

  

 
 

  

  

  
労働保険番号   
事 業 場 名 

  

事業 の 所在地   
事業の代表者 職 氏名 

労働基準法第 8 条音別 

山
 
u
 

 
 

在
 

所
 

の
 

一
 
本
社
等
 

事 案 の 概 要 

( 調査等により 判明 

している事実 ) 

  
署における事後摺 置 

  
労働者数 人 

  

丑 L     
氏名   

( 小分類 )  事業の内容   
    

 
 

  

① 月 日送致 ② 捜 査 中   

③ 措置未定 
    

KANT5 0 ～ 2 - 4 3 -0 5 
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別紙様式 3 

左
 
"
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目
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幸
 

る
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支
珪
 

こ
係
 

6
%
 

 
 

 
 

く
 

 
 

カ
 

三
天
 

茎
 

ラ
至
 

署 囲 
  

 
 

  

  

事 業 場 名 

事業 の 所在地 

事業の代表者 職 氏名 

無 災害表彰 授 5. 年月日 

享 案 の 概 要 

- ①発覚の端緒     

②労働災害発生状 

況，   

③被災労働者所属 

・職種 

④被害の程度 

( 休業日数等 ) 

  ⑤その他参考事項   

  

署 における事後措置 

℡ L   

氏名   
平成 年 月 日 

申
 

査
 

七
市
ユ
 

ヰ
 
Ⅰ
Ⅰ
 

②
 

致
定
 

蝦
未
 

置
 

 
 @
@
 

Ⅰ
・
 措

 

①
③
 

KANT 5 0 ～ Z .- 4 3 .- 0 5 
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別紙模式 
4
 

艮
 
生
 

ロ
 

幸
 

る
 

イ
 
手
甲
 

ミ
 

こ
 
6
 ）
 
係
 

一
 %
 

 
 

し
ぼ
 

く
 

 
 

；
 

 
 

俺
圭
 

署
 

労 働保険番 号   
事 業 場 名 労働者数     人 

℡ [   

③ 措置未定 

事業 の所在地 
    

  事業の代表者 職 氏名 職名 氏名 

一括している 事業場の 

名 コ 称 ・ 所在地 
  

発覚の端緒 

事 案 の 概 要一   

災害発生状況 

    

著 における事後措置 ① 月 ロ送致 ②捜査 巾 

KANT5 0 ～ 2 一 4 3 一 0 5 
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別添 2 

事 務 連 絡   
各労働基準監督署長 腰 

 
 

広島労働基準局 

監 督 課 長 

安全衛生課長 

労災補償課長 

いわぬる労災かくしの 排除について   

  標記については、 平成 3 年 12 月 パ 日付 け広 其奴第 895 号 ( 以下「局長通達」           
  

という。 ) により局長から 通達されたところですが、 労災かくし事案の 把握、 調査等 

  に 当たっては下記に 首 悪 して的確に処理して 下さい 0 
  

記 

  1  事案の把握及び 封套 
ナ Ⅰ 

(1) 

(2) 労災かくし事案に 組 経的 ，継続的に取り 組むため、 処理要領等を 策定して 把撞 

のための手法、 把握後の調査事項・ 担当部署、 事後の措置の 手 頓 等について明確 

にし、 関係職員に周知すること。 

KANT5 0 ～ 2 一 4 4 一 0 2 
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2  労災かくし事案を 尭見した場合の 措置 

㎝事案を司法処分にした 場合 は 、 その広報についても 配 意 すること。 

・なお、 重大，悪質な 事案、 社会的に注目を 集めると思われる 事案については、 

    斉
 

つ
 

カ
 

正
 

厳
 

る
 

す
 

対
 

-
 
ヒ
 

 
 案

 

事
 

し
 

{
 

カ
 

と
災
 

こ
帝
 

る
 す

は
 

報
告
 

広
報
 

て
る
 

し
よ
 

 
 

 
 監

 
2
 

（
 
の
 

官
記
 

 
 広

居
 

局
 

 
 
2
 
 
 

一 的な措置という 観点がら、 事案の軽重にかかわらず 必ず行 う こと， 

C""! 
  

1
 

  

Ⅰ・・ 
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男 lt"  3 

  軍 務 連 絡 

平成 6 ヰ 1 1 月 1 4 日 

各 労働基準監督署長殿 

  

広島労働基準局 藍 甘 課 長 

安全衛生課長 

労災補償 課与 

いわゆる労災かくし 事案処理要領について 

いわゆる労災かくし 事 其の把握、 調査及び措置については、 平成 3 年 12 月 19 日付け広 基完 第 8 95 号「い 

わゆる労災かくしの 排除について」通達及び 同日付け藍下課長、 安全苗里課長、 労災 帯 仮標 長 連名の事務連 

絡により処理しているところてあ るが、 今後、 医 疫埋 関からの 情き隈 又は被災労働者からの 申告等により 事案 

を 招造した場合の 具体的処理は 下記に よ ることとする。 

記 

1  局 て 事案を把捜した 場合の処理 

把握した課は、 その概要を別添 1 「情報処理白樺」に 記入し、 労災補償 課へ 送付すること。 

労災補償謀は 提供のあ った情報について 監督謀反 ぴ 安全南至課の 担当者と協 題 したうえで、 所轄 署へ 

情報処理 台 睡の写しを添付の 上情報を提供し、 必要により調査又は 捜査 ( 以下 i 調査 年 」という。 ) 及 

び 措置について 指 屯すること。 

2  署て事 襄を把握した 場合の処理 

Ⅲ 河添 2 「情報処理台帳 」に記入し、 方面 ( 亮一理 ). 、 安全衛生主務理及び 労災主務喪て 賄査 専の方針、 

担当などについて 靱 辞し、 必要により共同して 冑 査を行い、 また、 捜査を実施すること。 

(2) 把握した要塞が、 医療 搬 関からの情報によるもの 及び労災かくしの 疑いか荘屋なものについては、 局 

労災補償課長へその 概要を別添様式 1 により 違 やかに報告すること。 

3  労災かくし事件と 判断した場合の 署の措置 

Ⅲ 調査等の桔 果掌務 上の負 倍惇と 判断した場合は、 労災給付請求手続について 指祖 するとともに、 次の 

措置を行うこと。 

①   

  ②本社又は支社等が 他局管内に所在し、 同種事案について 菅 語尾 署 の 注 忘を喚起ずる 必要があ ると 思 

われる車乗及 び 特に重大・悪質な 事実等については、 前記通運別紙 揮式 2 により監督 課へ 報告ずるこ 

と 。 

③建設事業無災害表彰を 受けた事業場にあ っては、 無 災害表彰状を 返還させろとともに 前記通達別紙 
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技式 3 により安全 溥 主謀 へ 報告すること。 

④ 労災保険のメリット 制の通用を受けている 事業場にあ っては、 適正な保険料を 徴収するための 処理 

を行うとともに 前記通達別紙様式 4 により労災 袖仮課へ 報告すること。 

(2) 調査等の結果の 睨 明 又は報告 

① 医庶麒 関からの情報又は 被災労働者からの 申告による事案については、 調査等の経過等を 口頭 て 3 党 

明 すること。 

なお、 調査結果については、 企業の秘 宙 に属する事項、 個人の名誉、 フライバシ一等に 肩する事項 

等か 含まれていることもあ るの て 、 昭和 57 年 2 月 22 日付け 基発 第 1 2 8 号「第姉者からの 文書開示等 

の要請に対する 取扱について」にも 首悪し説明すること。 

② 上記 2 の (2) により 局へ 報告した事案については、 調査等の結果を 別添模式 2 により 局へ 報告するこ 

と。 

4  医療 撰 閏からの情報の 窓口 

医療 堪 関からの情報の 綜口は次のとおりとすること。 

局 労災補 仮課 労災長庚監察官 

署 労災課長、 第三課長又は 労災主務の第二課長 

また、 別添 3 のとおり、 広島県労災指定病院協会が、 巨漢 籾 関から労働基準監督署への 清朝提供とし 

て別添 3 の別紙において 様式を各医療 粧関 へ通知しているの て 、 これにより電話又は FAX 等 て 捷快さ 

れることとなったこと。 

なお、 当該様式 は ついては、 局と協 礒 済みてあ ること。 

  5  事案の未然防止 

いわゆる労災かくし 事案については、 未然に防止することが 大切てあ るため啓発用のポスターを 作成 

したので、 窓口等に掲示し 周知を図ること。 

なお、 労災指定医療 即関 及 び 関係団体にも 掲示方位 頼 しているものてあ ること。 
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川添 i ( 局 用 ) いわゆる労災かくし 事案 

  @ 手 辛皮 良三 王里 モ 圭 唯艮 

広島労働笹草屈 謀 

課 捕 五ネ 

拍虹由 

百 
吾令 り有 

長 佐 貝 

本件は、 労災有償課長へ 報告して 
  受け年月日     完結年月日   

よろしいか、 石 伺いします。 
  

提供者名 (E 繍 機関名手 ) 男 生年月日 

情 

報 

氏名を明らかにすること ( 詰 ・ 否 ) 

提 調査に協力すること ( 諾 ， 否 ) 

供 提供の経緯 電話・来同，又吉 

善 処理経過直接連絡 ヨ ，一     否 

労働保険番号 傷病の程度 

事 
所属事業場 名 

休業 見込 

日 

情報提供者と 
業 同上 所在地 

電話 被災者との関係 

代表者 職 氏名 

場 業務内容 

乃
時
 

場
 

雪
客
 

生
生
肉
 

尭
発
業
 

き
客
 作
 

炎
炎
 の
 

被
災
時
 の 

災害発生の 
状 の 災害発生の 

原 
況 

因 

災害発生事実について 事業場の推が 知っているか 職 氏名     
年 

情 報 の 内 容   処 理 経 過 
月日 年       
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川添 2 ( 善 用 コ 

署 課 

長 長 

受付番号 平成 年度 第 

いわゆる労災かくし 事案 

  @ 辛 幸臣 ゑ生 毛里 子テ 市長 

モ 卑 - 

員 
乃付里 暑 盟 立 旧 @ 

与   受付年月日 l l 完結年月日 l 

宵 ｜ 

報 

提 

供 
    

・提供者名 (E 凍 横関各等 ) 
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日
 

名
 

月
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光
年
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名
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初診年月日 

労働保険番号 

事 
所属事業場 名 

沖 曲木 

場 
同上 所在地 

電 きさ 

代表者 職 氏名 
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殿
 

長
 

謀
 

償
 

祷
 

災
 

労
 

局
 

準
 

基
 

勘
 

労
 

島
 

広
 

 
 

式
 

様
 

添
 

@
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終
日
 

連
月
 

長
 

暮
 

督
 

務
年
 

監
 

成
 

準
 

ぎ
 
平
 

碁
 

働
 

労
 

いわゆる労災かくしに 係る情報について 

殻災 労働者の氏名 

災害発生場所 

被 ・ 

災害発生当時 

災 

の 作業の内容 

時 

の 災害発生原因 

状
況
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よ
り
 

棄
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程
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名
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発
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川添 標式 2 牌
 
日
 

迎
月
 

年
 

務
 

成
 

事
乎
 

広 ． 桶 労働基 幣 同労災 冊僚 課長殿 

労働基準監 甘 署長 

いわゆる労災かくし 事案にかかる 調査結果たっけ て 

、 「 杷 下柴 場 に係る標記については、 平成 年・ 月 日 げけ 手筋 迎紳 をもって報告したと 

ころですが、 その机 盃辮穏は ついて「記のとおり 報告しまず。 

記 

下 業 揚 名 所在地 

代表者 職 氏名   労働者数 君 位 

披災 労働者氏名 年齢 膿柾 

儀轄 の部位 寺     休業 見込 日数 

被災年月 日 被災田所 

被 災 状 況 は つ い て 

調査後の措置 

調査年月日 調査担当官 
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平成 6  年 11  月 15  日 

医療機関の長 殿 

広島県労災指定病院協会 

いわゆる労災かくし 事案の情報提供について 

己 一二一口 

いわゆる労災かくしの 排除について、 広島労働基準局とも 協議して 

  きたところであ りますが、 今後、 労災かくしと 推定される事案につい 

ては、 別紙様式により 所轄の労働基準監督署 ( 窓口は、 労災担当課 

長 ) 又は広島労働基準局 ( 窓口は、 労災医療担当官 ) へ 情報提供する   

ことになりましたので、 ご 理解とご協力をお 願いいたします。 

該当事例が発生しましたら、 別紙情報提供書コピー 用の裏 面に、 所 

轄の労働基準監督署 等 ( 電話・ FAX 番号 ) 記載しておりまずので、 

連結 先 をご覧いただき、 提供 方 よろしくお願いいたします。 

なお、 提供書は 5 枚あ て同封しております。 用紙がなくなった 場合、 

別紙のコピー 用の提供書によりコビーして 提供してください。 裏 面に 

提供先を記載しておりまずので、 参考にしてください。 



・ 0l  U2 ノ U2  Ⅰ 3:07  HA 士 U 臣れ 1  Z3b4 仏 局方倒句 力 脚本年別 つ小 月面 " 自 " 諦 凹 U 土 07tS 仁 

日
 

( 宕 lJ 糸底 ) 

平成 年 月 

広島労働基 哩局 労災医療担当官 殿 

所轄労働基 唾 監督署 労災担当課長殿 

情 報 提 供 書 

1 . 情報提供者 

提供者名 ( 医療横関君 等 ) 氏名を明らかにすること * 日 @- 甘 下口 

氏名 調査に協力すること 詰 ・ 否 

  住所   電話 

2. 被災労働者 

被災労働者 
氏 名 

<- 年月日 

  - 被 ・Ⅲ ‥ 八年月日 " ， … --""""".L"" 平成 一 "-""-@ 年 ノ 月 一一一 日 " 初診年月日 ー 平 壊 ‥ 

傷 病 名 

  

  l. 生別 男 ・ 女 

年齢 歳 

年 月 日   

3. 事業場 ( わからないところは 無記入でけっこうです。 ) 

所属事業場 名 

同上 所在地 電話 

代表者 職 氏名 
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①いつ ( 平成 年 月 
日 午前 午後 時 

⑦どこで 

③どのような 作業を誰 と 一箱 にしていたと 言いましたか。 

今頃 発生 ) 

④何が原因で 負傷したと言いましたか。 

⑤負傷時の大沢を 知った人が会社にいますか。 いればその人の 名前。 

⑥なぜ、 社会保険・国保、 又は自 費抜 いとして欲しいと 言いましたか。 

0  その他 
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労災指定医療機関の 長 殿 

広島労働局労働基準部労災 持償 課長 

「労災かくし」防止用ポスクー 等の送付について 

労災補償行政の 円滑な運営につきまして、 平 柔から多大なご 支援、 ご 協力を賜り厚くお 

礼申し上げます。 

さて、 労災保険は労働者が 業務上の事由又は 道 勒 により負傷、 疾病等を枝った 場合に給 

付する制度となっております。 

しかし、 明らかに業務上の 事由又は通勤による 負傷、 疾病等を枝っているにもかかわら 

ず 、 健康保険等で 治掠を受ける い わゆる「労災かくし」が 見受けられるところです。 この 

ようなことから、 「労災かくし」の 防止を呼びかけるポスターを 作成しましたので、 受付 

窓ロ等に掲示いただき、 「労災かくし」の 排除にご協力をいただきますような 願 い いたし 

ます。 

なお、 被災労働者等へのより 適切なご指導きいただくために、 「被災労働者 及ぴ 事業主 

の皆様 へ 」のパンフレット 、 [ 枚数に限りがあ りまずので、 コビー寺により 使用して下さ 

い ) 様式 5 号 ( 業務災害用 ) 様式 1 6 号の 3 ( 通勤災害用 ) の用紙も併せて 送付いたしま 

すので、 「労災かくし @ の排除にご活用いただきますようお 願いいたします。 

次に 、 去る 9 月に広島県医師会主催により 実施されました、 労災保険研修会において 賃 

問 をお寄せいただいておりましたので、 「労災保険 診使 圭算定基準 Q と Al として、 送付 

いたしますので、 診怒費 算定の参考としていただきますようお 願いいたします。 

また、 日頃 診療費の算定をいただくなかで、 請求内容の誤りの 多いもを中心に、 「 誤 請 

求をしていませんか ?l のバンフレットを 作成いたしましたので、 今後の請求につきまし 

て、 正しく請求をいただきますよ う 、 お願いいたします。 
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別紙 2 

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法   措置等 

[ 山口労働局 ] 

  
@ 労災かくしに 関するビデオ ( 内容は、 労災かくしは 社会的に許されないこ 

・とであ り、 被災者はもちろん、 事業主にとってもあ とで大きな弊害となるこ 

・とがよくわかるもの ) を作製し、 集団指導の場で 活用すること。 

理由 他 局の事例でほあ るが、 平成 3 年に NH K が朝のニュースの コ一 

ナ 一で労災かくしを 取り上げ、 その手口、 動機、 それによって 生じ 

る弊害、 本省労働基準局監督課長のコメントに 代表される行政の 厳 

しい姿勢が放送されたが、 当時その放送を 収録したビデオを、 建設 

業者を対象とした 集団指導の場で 見せたところ、 労災かくしが 社会 

的に許されないことであ ることについて   大きな反響があ ったた 

め。 



労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・ 措 直写 

[ 徳島 局 ] 

1  「労災かくしをすると、 次のような 頁 任を負うことになります。 」等の内容を 含んだ り 

ーフレットの 作成を行 い ，労災保険年度更新関逆用紙送付の 際にリーフレットを 同封 

するなどにより 幅広く周知を 行な う 。 

2  関係行政機関、 関係 災防 団体広報詰などを 通じて労災かくし 事例の手法などを 周知し、 

これらを併せて 充往 者にも配布し、 発注者への協力要請 を 行なう， 

3  企画室の総合労働相談窓口において、 「労災かくしに 関する情報・ 相談」を受けている 

ということを 窓口に明示するなど 労災かくしに 関する情報を 幅広く収集する。 

4  労災かくしを 行なった事業者に 対して、 労働保険料を 割増にするなどの べ ナルテイー 

を 課す。 

  5  公共工事を行なう 建設業者等について、 完 往者への通報制度を 設ける。 

6  医師会と連捜し、 医療機関において 労災かくし事案を 把握した場合は 、 直ちに労働局、 

労基署へ報告するよう 協力を求める。 

      /E S               ヤ E 己ヨ gRf し : ぽ 開披 
㎎ + Ⅱ o 呵 良主司 瓢坤 @@.'in.. 白 7 ，ピ ア - 士 - ｜ ハ ハ i7 
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労働局、 労働基準監督署へ 通報してもらい、 調査の端緒とする。 

(2) 

2 、 労災かくし防止対策について 

(1)  発覚時の厳正処分やマスコミへの 発表、 罰則強化等が 効果的と考え ろ 

れるが、 該当事案が相次いだ 場合等には関係業界の 集団指導等の 際に広 
報チラシを配布したり、 業界紙 ( 誌 ) 等に啓発記事を 掲載する等あ らゆ 

る 機会を通じて 注意を喚起する。 
( 広報チラシは 別添「、 業界紙記事 は別 満 2 、 行政広報紙記事は 別添 3) 

(2)  以前、 指定医療機 関に 労災かくし防止の 啓発ポスタ一の 掲示を依頼し 

た ことがあ るが、 ラ後ち 定期的に同趣旨のポスターを 作成し、 医療機関 

の受診窓口に 掲示を依頼する。 
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事業者は、 労 % 安全前生法第 100 条第 1 項 ( 労 % 安全衛生規則第 97 条 ) により、 労 

劫 災害その他就業中又は 専業場内もしくはその 付属建設栃内における 角缶、 窒息または 危 

牲 中毒により死亡し、 または 4 日以上の休業をしたときは、 遅滞なく、 以下の「 労 曲者 死 

侮病 報告 ( 様式第 23 号 )J を所轄の労 勧 基準監督署に 提出する義務があ ります。 
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目 1 世紀   
とし何 % 下 す M も 

「死亡事故」 12 年           

ま頂 かの 形 金時 の は 上期に集中   
音 2   

けはル 加 功 適 たで 

柚故 。 れ         れないが、 新年早々から 年の始めだからこそ、 ，・ と繰 われるかもし 鮪を 業； 世栗 

大 引き 蹄 めねばならないこともあ る。 は 拉 

っ 手兵間 す 発生状況 ( 愛媛 労伍 局主計 ) は． l0 月 って 

末 時点で 376 件、 Ⅱ年の発生 件致 を下 9     

回っているが、 死亡 災番品 上件 故は @@  克捷   
すそ なばあ り 6 に 

かシ ・える捷速 移思り 込まれによるものが 2 件、 崩 埋 、 仮埋 因と   
接触カウ 件 、 丑 落 、 転落によるものが 2  ンョ 
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職場における 也ウぎヨア几ハラ ス ぷタト肪鵬 実践講習 
(ltf)21 世紀花韮財団 偉揮下務所 ・今治地方 ヵ 由基準協会 

平成Ⅱ年 4 月から施行の 改正男女雇用 俺完 均等法において、 新たに車業主はⅠ 坤場 におけるセ ブ 

シ コアルハラスメント 防止」のための 仮 角質 理 上の配 庸か廣携 つけられました。 

この 度 、 助 2l 世紀何 % 財団糞蛙 9 援所 並びに今治地方労働 畠蛙 協会の共 億 により、 今治地方 労抑 里 

（ 申伍去の会員 企茉に 対して、 セウシ コアルハラスメント 防止に関する 具体的 店 取り組みの方法や 畢 例 

を挺 供することを 目的として本坊君を 下記のとおり 開催することといたしました。 

肛極 的なこ参加をお 願いします。 

も日 時 平成 12 年Ⅱ用 7 日㈹ l3:30-l5:30 

●町 所 テ ウスポートウ 治 5F 宝甘 至日活 市 東門灯 5 丁目 l4-3  %0898-23-8700 

●封皮 舌 ウ治地方岩田 里牢 協会会員 宙蜻 の 芭 理研、 人車・労務担当 舌 、 栢技 ・ 舌 憤怒 口 担当 昔 

臣 内 宮 

(1) 、 セ ウシュアルハラスメントの 芙想 

㈲ 、 セ ウシュアⅠ け Ⅰラスメントの 防止対策 

㈹、 肝演 「 セ ウシュアルハラスメントの 柏 且の受け方」 産業カウン 億う 一店源 一郎 
(a), 甘娃 応答 

令つ m 大蚊 5cf 宙 令せ Do 文 無料 

寺内い自わせ 申し込み先 

付 21 世紀 卑穏 財団 典損坦祷所 

〒 790-00 Ⅱ 松山市千円円 4-4-3 松山 MC ピ 」 L3 Ⅰ 

    1L089-921-5660 FAX069-921-5722 

Ⅰ申し込み締 田 ]0 日 3] 日 ㈹ 必 Ⅰ 
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労災かくし対策について 効果的と考えちれる 手法，措置等 

[ 高知労勤 局 Ⅰ 

l 「、 情報， TDtP 握   

l CD) 第 3 者からの労災めくしに 係る 甜宵 ， 棚炎仮旺 握 
    

(2)           
C4) 興一検監督時におけ 剖譲 億円 握     

I  (5)                              -       
  

C6) 消防救急出動機 咀 3 打 る 照会   
(7)   

l2 、 手法と措置   
  

  ） （ イ i 労働保険と健康保険の 草 い の周知事適正給付に 対する指導及 び 広報 

I C2) 三 %i 刮 二分とその 廉 
  

  (3)                           

  C4-J 掛糸樹村ニ % する文書要請   

  " 、 "'" 襄 " 
  

  

  上計甘苦置を 講じるに当たって @ 支局 署及ぴ 各課との連携を 密に図るものとする 

C ヨ 居座 U 書 こ お Ⅵ て 、 犠坊 、 く 一四 %  過趨 悪し文 鬨邸 目し 礫 であ ると 吾 えられる可助 防 

鶴禽 よその内宮こついて 舌臣 ! して T さし㌔ 



          一 つ l             u u 「 lw ; Ⅲ 叫刑刑向 万別土牛郡会晋             U コイ 吋 l コ U l しし   

別紙 2 

労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法，措置等 

[ 伯両 労働局 ] 

Ⅰ 公共工事において 発注者からの ぺ ナルティを恐れるあ まり労災かくしが 多発してい 

ることから、 発注機関とのパトロール、 発注機関連絡会頭年の 場を通じ 各菟注 機関に 

対しても労災かくしの 排除について 協力を求める。 

2  建設業については ，発注機関の 労災防止に対する 意識をあ げてもら ぅ とともに、 各 

発注機関に公共 エ 事受注には建設業井田災害防止協会への 加入を義務付けとしてもら 

  
建設業労働 災客 防止協会へ加入していれば、 

建災 防を通じてより 多くの情報を 提供でき、 行政指なの浸透も 格段に増す。 

労災防止に対する 横 々  な括 めを可能となり、 また 娃災防 との合同パトロール 

隼を通じて、 労働災害の減少及 び 労災かくしの 排除にもっながる。 

3  労災かくし事案に 対する措置については 事案の悪質さの 解釈により必ずしも 対応が 

統一きれていない 面もあ るため、 局署 において統一的な 基準 

を 設ける。 

4  労災補償等の 申計時における 窓口 指 考を登底する。 

6  医療機関との 速報制度を確立する。 

7  消防機 M  ( 救急車出動要諦 ) からの情報提供制度を 確立する。 



別紙 z 

労災かて し 対策について 効里 的と考えられる 手法， 措壷吾 

[  佳 世 局 ] 

当該事案を把握した 建設行政機関等専業所管行政機関は、 当該企業に対し   
  て 営業停止、 反則金等厳しい 措置を課すること。   

    この措置を双提として、 当行政機関から 関係行政機関に 対して通報するこ                                                   

ととし、 この取り扱いを 対外的に広く 周知すること。       
  

    
(; 主 )  尚友 ぴ 昔にあ いて、 労災かくし事案の 把 担 、 宿直苦労災かくし 対策に関して 妙果的であ ると考えられるものがあ 

る % 台 は、 ・舌の内 弓 について 記田 して下さい． 
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労災かくし対策について 効果的と考えられる 手法・措置等 

長崎労働局 

1  労働者、 一般国民に対する 広報 

労働者等に、 労災保険の内容、 請求方法、 「労災事故で 健康保険を使用するのは 違法であ る」 

ことを周知することによって 労災かくしを 防止する。 

( 最低賃金と同様の 手法をとる。 ) 

2  都道府県医師会、 市医師会等との 連携 

労災指定医療機関にたいし 局長、 医師会長連盟の 文書を交付し、 労災かくし事案に 対する注 

意を促すとともに、 情報提供を求める。 

事前に、 医師会の労災指定医部会等に 説明し、 協力依頼する。 

3  都道府県社会保険事務局等との 連携 

① 健康保険等の 支払いにあ たり疑義のあ る事案について、 社会保険事務局において 被災者、 事 

業主等に調査を 行い、 労災かくしが 疑われる事案について 情報の提供を 受ける。 

② 上記①が困難な 場合、 労災かくしが 疑われる事案について 情報の提供を 受け労働局が 調査を 

  
③ 支払基金におけるレセプトの 審査において 疑義の認められる 事案について、 情報提供を求め 

の 。 

4  事業主にたいし、 あ らゆる集団指導等をつうじ 指導登底する。   
公共工事指名業者については、 事案が悪質であ れば指名の取り 消しを要請する。 

5  労災かくしについて、 元請事業者を 簡単に送致できるよ う 、 特別規制のなかに 条文を設ける。 
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労災保険制度を 利用できないと 誤解されている 面があ ることから・ 事     
業主が労災保険制度に 対する正確な 知識を持っことが 一つの重要な   

  対策と考えられる。 また、 下請事業者に 対して、 請負事業の一括     

    ---     つまり元請負人のみを 事業主とみなす 旨の規定を年度更新等あ らゆる       
機会をとらえて 周知することも 必要であ る。   

l ②労働者死傷病報告の 一一一一． -m- 提出義務の周知登底を 一 ・ - ‥ - 、 … m-- … 一， ． - … - ， ． -- ． ， ． 一 図る。 ， 一   
      

    
  
l" 一一一一一 "- 一一一 "   一   ""      ""                    """""""        """          """"      一 " 一   """     

    
I . 一 .- 一一 --.---- 一 - 一 -.---.--.--.-..----. ● -.--.----------...----- 一一 - 一一一 

( 注 )  局及び署において、 労災かくし事案の 把握、 拮 甘苦労災かくし 対策に関して 効果的 

であ ると考えられるものがあ る場合は，その 内容について 記載して下さい。 
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労災かく し対策 は ついて効果的と 考えられる手法， 措置 寄 

[ 瓦 鳴島 尾 コ 

    持夫 々 叩隈 浪士瑛 二 」 て ・ 労 尺寸、 て 1 Ⅰ 鏑しモは 夜市徴収   
                                            を ．… 可 ． 篤 上口．…五五，… 俸唯 ．拙子 ぷ           ，     受 ．． ， ． ゆ ‥ 下 )             高くて     Z:                                                         

                                                                  乙 ‥ 蓋 ・‥ そ ・     千 - 穴上告‥イ ー … fl- 。 テ     妄言 チ Ⅰを     与 Ⅰ 僚 ・… ょ ‥ : ア ・‥ ぞ :. ……汚さ十ニト・… お   … 苧             

( Ⅰ 紋 Ⅰ て舛 付モ・、 7  . 亡らク 。   
  毎ノ 

オ 布布・ 位末窃め 。 「 8 曲 む也ョ 芳夫 憶汝 年や。 吏刊 ， 与 。 

  
憶嫡ヒ レ万倍 み睾 う毛 寄 @ オ - れ・ 仕廿も Ⅱ、 向 夫人 婁屯 壊 る 。 

 
 

                                  旧 ．…         憶掘 ．‥ 1 女 ．     由 ．… 土だ -,. … ぎ去宜 ょえ お，キ、 迷ズは睦ブ ．‥ !:     ‥   子 ． 与 P 氏‥ ?     ‥ 監尽             

                                                    軽 ． 距 ， ヤ冊 -    D. … ゑ ‥ ヒ ．… 億吹宙 E. よ ．Ⅱを． ， ． 叶 ． エ ．‥   コ ．…   目 ．…Ⅰ ，よ ・… 坤邨 ． 捧 ‥   だ，                     

モ { っ て ㌧ う，       
( 注 ). 局及び署において ，労災かくし 事要の把握、 措置寺方策かくし 対案に関して 勅果 的であ ると考えられる・ものがあ 

6% 合は、 その内 審は ついて記載して 下さい   
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労災かく し対策 は ついて効果的と 考えられる手法・ 措置 寺 

c 竹籠 局コ 
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労災かく し ヌ寸束は ついて効果的と 考えられる手法 - ォ き宙専 

r 山辛 周コ                       
(., 主 @  局 及 び 舌にあ いて，労災がくし 事案の把 遅 、 旛 E 苦労災がくし 対寮 に関して効果的であ ると も えられるものがあ 

る % 台 は 、 その肉合について 記拉 して下さい。 




